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（空家等以外と判明）

（空家等と思われる）

現地確認（敷地外より） 居住等を確認
家屋の適正管理を依頼
（市環境保全条例第１８条）
    又は
建築基準法等による指導等 

固定資産税情報の内部利用

所有者調査（不動産登記情報・戸籍等）

空家等の適正な管理の助言
（空家法第１２条）

空家等の立入調査の通知
（空家法第９条）
     ↓
   立入調査の実施

【特定空家等の判断】

特定空家等に該当しない 又は
特定空家等（基準値未満）

特定空家等に対する措置へ

（空家等以外の空き家である
 ※空き⾧屋等）

空家等条例による指導
   又は
建築基準法等による指導等

空き家に対する苦情、要望等

改善されない

（空家等指導フロー）

必要に応じ

   経 過 観 察
（必要に応じ、再助言）

特定空家等（基準値以上）
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相続放棄等

命ぜられるべき者
      が不明

（所有者等を確知）

所有者等に対し、勧告
（空家法14条第２項）

所有者等に対し、助言・指導
（空家法第14条第１項）

所有者等に対し、命令の事前通知
（空家法第14条第４項）

意見書の提出又は
公開による意見聴取の請求あり【交付後5日以内】

特定空家等（基準値以上）

改善されない

（特定空家等に対する措置フロー）

改善されない

公開による意見聴取の実施
（空家法第14条第６項）

協議会の参考意見

所有者等に対し、命令
（空家法第14条第３項）
     +

命令措置は妥当

命令に係る標識の設置、公示
（空家法14条第11項）

改善を確認
所有者等に対し、勧告の撤回

改善を確認
所有者等に対し、命令及び勧告の撤回

※ 必要に応じて再指導

※翌年１月１日以降、勧告が撤回されるまでは、
 固定資産税の住宅用地特例の適用から除外。

略式代執行の事前の公告
（空家法第14条第１0項）

命令措置は不当

個別状況により対応

改善されない

行政代執行の手続きへ

略式代執行の手続きへ

（所有者等が不明）
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